
　4 月から「子ども・子育て支援新制度」がスタートすることにより、新制度に移行する施設（幼稚園、
保育所、認定こども園など）の利用手続きが次のように変わります。
　これに伴い、施設の利用申し込みとは別に、子どもの年齢と保育の必要性に応じた認定（１号～３号）
を受ける必要があります。現在、入園している施設に４月以降も継続して入園を希望する人は、施設を
通して認定の手続きが必要です。
　なお、新制度の保育料は、国が定める基準を上限として、保護者の所得に応じて市が決定することに
なりますが、おおむね現行の幼稚園・保育所の実質的な利用者負担の水準と同程度となる見込みです。

※認定こども園とは、幼稚園と保育所の両方の機能を併せ持つ施設です
※新制度に移行しない幼稚園に入園を希望する場合は、認定申請は必要ありません
※保育所などでの保育を希望する場合の保育認定（２号認定、３号認定）は、次の「保育を必要とす
　る事由」、「保育の必要量」が考慮されます

▶問い合わせ先　こども課こども福祉班（☎ 63-1111 内線 302）

【保育を必要とする事由】
　保護者が次の①～⑩のいずれかに該当することが必要です。
　① 就労
　② 妊娠・出産
　③ 保護者の疾病・障がい
　④ 同居または長期入院などしている親族の介護・看護
　⑤ 災害復旧
　⑥ 求職活動（起業準備を含む）
　⑦ 就学（職業訓練校などにおける職業訓練を含む）
　⑧ 虐待やＤＶのおそれがあること
　⑨ 育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
　⑩ その他、上記に類する状態として市が認める場合

【保育の必要量】
　①「保育標準時間」利用…フルタイム就労を想定した利用時間（最長 11 時間）
　②「保育短時間」利用…パートタイム就労を想定した利用時間（最長８時間）

新制度の利用手続きの流れ
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保育所などの入所申し込みを受け付けます
　4 月から新たに保育所や認定こども園（保育所部分）での保育を希望する児童の申し込みを次の
とおり受け付けます。
　なお、４月から「子ども・子育て支援新制度」が始まります。詳しくは 6ページをご覧ください。
　▶入所できる児童　保護者が仕事または病気などの理由で保育を必要とする事由に該当する児童
　▶受付期間　１月 13日（火）から１月 30日 ( 金 ) まで
　▶申込方法　こども課または有明支所に備え付けの申込書に必要書類を添えて、　
　　　　　　　こども課または有明支所へ提出してください
　※満３歳以上の児童で、幼稚園や認定こども園（幼稚園部分）での教育を希望
　　する場合は、直接、施設へ申し込んでください

名　称 所在地 電話番号
向陵保育園 有明町湯江丙 728-1 68-0609
みやま保育園 有明町湯江乙 1741 68-0694
東向保育園 有明町湯江甲 421 68-0551

恵祥保育園 有明町大三東
丁 2106-4 68-1371

心香保育園 有明町大三東
戊 452-1 68-0346

誓願幼児園 有明町大三東乙 955 68-3715

清華保育園 有明町大三東
甲 2150 68-1163

桜花保育園 亀の甲町乙 100 62-3834
おさなご園 津吹町乙 1380-3 62-2537
山寺保育園 山寺町丙 848 62-2566
たけしま保育園 下折橋町 4554 63-2037
みどり保育園 柿の木町 4022-1 64-4805
愛児保育園 上の町 896 62-2766
春陽保育園 萩が丘一丁目 5624-2 62-5556
寺町保育園 寺町 5954 63-2355
こひつじ保育園 湊道二丁目 7008-2 62-1414
わかくさ園保育所 新山二丁目 8934-1 62-3638
浦田保育園 浦田一丁目 816-1 62-4011
白山保育園 白山町 50 62-2401
美祢保育園 南下川尻町 8119 62-4275
中木場保育園 大下町丙 1047 64-2135

安徳保育園 中安徳町丁 4178 62-7708

名　称 所在地 電話番号
認定こども園
勝光幼稚園

有明町大三東
戊 1480-1 68-0466

認定こども園
ひかわ第一幼稚園

上新丁二丁目
2576 62-4420

島原活水幼稚園 青葉町 5436 63-2700

認定こども園
島原幼稚園

弁天町一丁目
107 62-2955

認定こども園
有明幼稚園 坂上町 7528 62-2584

※「認定こども園」とは、幼稚園と保育所の
　機能を併せ持つ施設です
※安中幼稚園（大下町）は休園中です

保育所一覧 幼稚園・認定こども園一覧
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